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〔民法・親族相続〕 

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。登場人物はいずれも成人である。 

 

【事実】 

１ 平成２５年，Ｙは，友人のＺと連帯して，Ｘに対して８００万円の貸金債務を負っていた。平成２９

年１２月，ＸのＹ・Ｚに対する請求を認容する判決が出されたが，Ｙは，平成３０年１月に不慮の事故

により死亡した。 
 

２ Ｙには，妻Ａ，Ａとの間に長男Ｂ，長女Ｃがあり，ＢはＤを養子としていた。また，Ｙには，姉Ｅと

弟Ｆ，Ｅには子Ｇがあった。 
 

３ 死亡当時，Ｙは，積極財産として，Ａ・Ｃとともに居住していた甲建物（３００万円相当）を所有す

るのみであった。 
  

４ Ｃは，平成３０年２月，家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された。その後，【事実】１のＹの債

務の借用書をＹの書斎で発見したが，自分たち家族が８００万円もの債務を承継するのは御免だと思い，

財産目録に当該債務の記載をしなかった。 
 

５ Ｂは，若い頃から，Ｙとは反発を繰り返し，平成１５年春頃から家を出て，Ｙら家族とは音信不通と

なっていた。そのため，Ｂは，平成３０年５月にＥからＹ死亡の知らせを受けて初めて，亡Ｙの死亡の

事実およびこれにより自己が相続人となった事実を知った。しかし，Ｂは，当時，亡Ｙの相続財産が全

く存在しないと信じ，限定承認ないし相続放棄をしなかった。Ｂは，同年１０月に判決正本の送達を受

けるまで，ＹのＸに対する債務の存在を知ることは著しく困難であった。 
  

６ Ｅは，Ｙが【事実】１の貸金債務を負った後，Ｙから自筆証書遺言の保管を託されていた。その内容

は，「私の財産及び借入金は，全て長女Ｃに相続させる。」というものであった。Ｅは，遺言内容につい

ては，Ａが高齢で，Ｂは行方知れずであるから，ＹがＣに託すのはやむを得ないと考えていたが，８００

万円もの債務を返済できないまま，Ｙが亡くなってみると，Ｃが気の毒に思えた。そこで，Ｅは，当該

自筆証書遺言を隠匿した。 
 

７ Ｅ・Ｆは，たとえ，Ｂ・Ｃが相続放棄をして自分たちが亡きＡの相続人になったとしても，Ｅ・Ｆ自

身が相続放棄をするつもりはなかった。 
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〔設問１〕 

Ｂは，平成３０年１２月時点で，亡Ｙにかかる相続放棄をすることができるか，検討しなさい。 

 

〔設問２〕 

〔設問１〕でＢが相続放棄をすることができたとすると，亡Ｙの相続人は誰々となるか，検討しなさい。 

 

〔設問３〕 

 〔説問２〕の各相続人は，Ｘに対する８００万円の債務をどのように負うか，金額を明示して答えよ。 

 

  ＊なお，積極財産，遺留分については考慮しなくてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 12月 23日 

担当：弁護士 大久保和子 
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第
１

 
設

問
１

 

１
 

相
続

放
棄

は
，「

自
己

の
た

め
に

相
続

の
開

始
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
時

か
ら

」
３

箇
月

以
内

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
（

民
法
（

以
下

省
略

）
９

１
５

条
１

項
本

文
）
。
Ｂ

が
Ｙ

の
死

亡
及

び
自

己
が

相
続

人
と

な
っ

た
事

実
を

知
っ

た
の

は
，
平

成
３

０
年

５
月

で
あ

り
，
同

年
１

２
月

の
時

点
で

は
３

箇
月

を
経

過
し

て
し

ま
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

Ｂ
は

相
続

放
棄

で
き

な
い

と
思

わ
れ

る

た
め

，
「

自
己

の
た

め
に

・
・

・
知

っ
た

時
か

ら
」

の
意

義
が

問
題

と
な

る
。
 

２
 

９
１

５
条

１
項

本
文

が
３

箇
月

の
熟

慮
期

間
を

付
与

し
て

い
る

の
は

，
相

続
人

が
，

相
続

開
始

の
事

実
お

よ
び

こ
れ

に
よ

り
自

己
が

相
続

人
と

な
っ

た

事
実

を
知

っ
た

場
合

に
は

，
通

常
，
右

各
事

実
を

知
っ

た
時

か
ら

３
箇

月
以

内

に
調

査
す

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

相
続

財
産

の
有

無
，

状
況

等
を

認
識

す
る

こ

と
が

で
き

る
か

ら
で

あ
り

，
熟

慮
期

間
は

，
原

則
と

し
て

，
相

続
人

が
右

事
実

を
知

っ
た

時
か

ら
起

算
す

べ
き

で
あ

る
。
し

か
し

，
３

箇
月

以
内

に
相

続
放

棄

を
し

な
か

っ
た

の
が

，
被

相
続

人
に

相
続

財
産

が
全

く
な

い
と

信
じ

た
た

め

で
あ

り
，
か

つ
，
被

相
続

人
と

相
続

人
と

の
交

際
状

況
そ

の
他

諸
般

の
状

況
か

ら
見

て
当

該
相

続
人

に
対

し
相

続
財

産
の

調
査

を
期

待
す

る
こ

と
が

著
し

く

困
難

な
事

情
が

あ
っ

て
，

相
続

人
に

お
い

て
そ

う
信

じ
る

に
つ

い
て

相
当

な

理
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
時

は
，

熟
慮

期
間

は
相

続
人

が
相

続
財

産
の

全

部
又

は
一

部
の

存
在

を
認

識
し

た
時

又
は

通
常

こ
れ

を
認

識
し

う
べ

き
時

か

ら
起

算
す

べ
き

で
あ

る
。

 

３
 

本
件

に
お

い
て

，
Ｂ

は
，
平

成
３

０
年

５
月

に
Ｙ

死
亡

の
事

実
及

び
自

己
が

相
続

人
と

な
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
が

，
当

時
Ｙ

に
相

続
財

産
が

全
く

な
い

と

信
じ

て
８

月
ま

で
に

相
続

放
棄

を
し

な
か

っ
た

。
そ

し
て

，
Ｂ

が
若

い
頃

か
ら

Ｙ
と

反
発

し
，

１
５

年
以

上
も

Ｙ
ら

家
族

と
は

音
信

不
通

と
な

っ
て

い
た

と

い
う

交
際

状
況

か
ら

見
て

，
Ｂ

に
お

い
て

，
１

０
月

に
Ｙ

の
債

務
に

か
か

る
判

決
正

本
の

送
達

を
受

け
る

ま
で

，
相

続
財

産
の

調
査

を
期

待
す

る
こ

と
が

著

し
く

困
難

な
事

情
が

あ
っ

て
，

相
続

財
産

が
全

く
な

い
と

信
じ

る
に

つ
い

て

相
当

な
理

由
が

あ
る

と
い

え
る

。
そ

の
た

め
，
Ｂ

の
熟

慮
期

間
は

，
同

年
１

０

月
か

ら
起

算
す

べ
き

と
い

え
る

。
 

４
 

し
た

が
っ

て
，
同

年
１

２
月

時
点

で
，
Ｂ

は
，
亡

き
Ｙ

に
か

か
る

相
続

放
棄

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
２

 
設

問
２

 

１
 
ま
ず
，
相
続
人
の
子
で
あ
る
Ｂ
・
Ｃ
が
第
１
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
（
８
８
７

条
１

項
）
が

，
Ｂ

が
適

法
に

相
続

放
棄

を
す

る
こ

と
が

で
き

た
と

す
る

と
，
Ｂ

は
，
初

め
か

ら
相

続
人

と
な

ら
な

か
っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
（

９
３

９
条

）

た
め

，
Ｄ

は
代

襲
相

続
人

と
な

ら
な

い
（

８
８

７
条

２
項

参
照

）
。

 

２
 

Ｃ
が

，
適

法
に

相
続

放
棄

を
し

た
後

，
Ｘ

に
対

す
る

債
務

を
財

産
目

録
に

記

載
し
な
か
っ
た
こ
と
は
，
法
定
単
純
承
認
事
由
に
あ
た
る
（
９
２
１
条
３
号
本
文
）。
 

 
 

し
か

し
，
Ｃ

の
相

続
放

棄
後

，
Ｅ
・
Ｆ

が
相

続
放

棄
を

せ
ず

熟
慮

期
間

を
徒

過
し

て
い

る
た

め
，
単

純
承

認
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ
（

同
条

２
号

）
，「

そ
の

相
続

人
が

相
続

の
放

棄
を

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

相
続

人
と

な
っ

た
者

が
相

続

の
承

認
を

し
た

後
」

に
あ

た
る

（
同

号
但

書
）
。

 

 
 

し
た

が
っ

て
，
Ｃ

は
，
単

純
承

認
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

ず
，
相

続
放

棄
の

効
果

は
覆

さ
れ

な
い

。
よ

っ
て

，
Ｃ

は
相

続
人

と
な

ら
な

い
（

９
３

９
条

）
。
 



 

-
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 ３
 

す
る

と
，
第

１
順

位
の

相
続

人
は

い
な

く
な

り
，
第

２
順

位
の

相
続

人
も

い

な
い

本
件

で
は

，
第

３
順

位
と

な
る

，
被

相
続

人
の

兄
弟

姉
妹

で
あ

る
Ｅ
・
Ｆ

が
相

続
人

と
な

る
（

８
８

９
条

１
項

２
号

）
と

考
え

ら
れ

る
た

め
，
検

討
す

る
。
 

（
１

）
Ｅ

は
，

遺
言

書
を

隠
匿

し
た

た
め

，
相

続
欠

格
（

８
９

１
条

５
号

）
と

な
ら

な
い

か
。

 

 
同

条
５

号
の

趣
旨

は
，

遺
言

に
関

し
著

し
く

不
当

な
干

渉
行

為
を

し
た

相
続

人
に

対
し

て
相

続
人

と
な

る
資

格
を

失
わ

せ
る

と
い

う
民

事
上

の
制

裁
を

課
そ

う
と

す
る

と
こ

ろ
に

あ
る

か
ら

，
相

続
人

が
相

続
に

関
す

る
被

相
続

人
の

遺
言

を
破

棄
・

隠
匿

し
た

場
合

に
お

い
て

不
当

な
利

益
を

目
的

と
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

 
本

件
に

お
い

て
，

Ｅ
は

，
遺

言
に

従
え

ば
多

額
の

債
務

を
負

う
こ

と
に

な
る

Ｃ
が

気
の

毒
と

考
え

て
，

遺
言

書
を

隠
匿

し
た

に
過

ぎ
ず

，
Ｅ

自
身

が
不

当
な

利
益

を
得

よ
う

と
す

る
意

思
は

な
い

た
め

，
不

当
な

利
益

を
目

的
と

し
て

い
な

い
。

 

（
２

）
し

た
が

っ
て

，
Ｅ

は
，

相
続

欠
格

と
な

ら
な

い
。

 

（
３

）
そ

し
て

，
Ｅ

・
Ｆ

は
，

熟
慮

期
間

を
徒

過
し

た
た

め
，

単
純

承
認

を
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
（
９
２
１
条
２
号
）
，
相
続
人
と
な
る
（
９
２
０
条
）。

 

４
 

Ａ
は

，
常

に
相

続
人

と
な

る
（

８
９

０
条

本
文

）
と

こ
ろ

，
熟

慮
期

間
を

徒

過
し

て
い

る
た

め
，

単
純

承
認

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
（

９
２

１
条

２
号

）
，

相
続

人
と

な
る

（
９

２
０

条
）
。

 

５
 

し
た

が
っ

て
，

Ｙ
の

相
続

人
は

，
Ａ

・
Ｅ

・
Ｆ

と
な

る
。

 

 

第
３

 
設

問
３

 

１
 

Ｘ
に

対
し

て
，

Ｙ
及

び
Ｚ

が
８

０
０

万
円

の
連

帯
債

務
を

負
っ

て
い

た
と

こ
ろ

，
債

務
者

の
一

人
Ｙ

が
死

亡
し

，
３

人
の

相
続

人
が

あ
る

場
合

に
，
Ａ
・

Ｅ
・

Ｆ
は

ど
の

よ
う

に
債

務
を

負
う

か
。

 

（
１

）
ま

ず
，

本
件

で
は

，
隠

匿
さ

れ
た

と
は

い
え

，
「

相
続

さ
せ

る
」

旨
の

遺

言
が

あ
る

。
も

っ
と

も
，
対

象
者

で
あ

る
Ｃ

は
，
相

続
放

棄
し

て
お

り
，
初

め
か

ら
相

続
人

と
は

な
ら

な
い
（

９
３

９
条

）
た

め
，
当

該
遺

言
は

問
題

と

な
ら

な
い

。
 

（
２

）
債

務
者

が
死

亡
し

，
相

続
人

が
数

人
あ

る
場

合
に

，
被

相
続

人
の

金
銭

債

務
そ

の
他

の
可

分
債

務
は

，
法

律
上

当
然

分
割

さ
れ

，
各

共
同

相
続

人
が

そ

の
相

続
分

に
応

じ
て

こ
れ

を
承

継
し

，
そ

の
範

囲
に

お
い

て
，
本

来
の

債
務

者
と

共
に

連
帯

債
務

者
と

な
る

（
判

例
同

旨
）
。

 

 
本
件
に
お
い
て
，
妻
Ａ
の
相
続
分
は
，
４
分
の
３
（
９
０
０
条
３
号
），

Ｅ
・

Ｆ
の
相
続
分
は
，
そ
れ
ぞ
れ
８
分
の
１
（
９
０
０
条
３
号
，
４
号
）
で
あ
る
。
 

２
 

よ
っ
て
，
Ｘ
に
対
し
て
，
Ａ
は
６
０
０
万
円
，
Ｅ
は
１
０
０
万
円
，
Ｆ
は
１
０
０
万

円
の
各
債
務
を
，
８
０
０
万
円
の
債
務
を
負
う
Ｚ
と
連
帯
し
て
負
う
。
 

以
 

上
 

 

   

2
0
1
8
年

1
2
月

2
3
日

 

担
当

：
弁

護
士

 
大

久
保

和
子

 



受講者番号

小計 配点 得点

〔設問１〕 (10)

相続放棄　９１５Ⅰの指摘 2

｢自己のために～知った時｣の意義が問題となること 2

趣旨 2

規範 2

あてはめ 2

〔設問２〕 (20)

B　第一順位　８８７Ⅰ

   相続放棄の効果　９３９　指摘

D　８８７Ⅱ　代襲しない

C　事実適示　目録不記載

９２１③本文

９２１③但書　少なくともF法廷単純承認　９２１②

相続人とならない

F　単純承認 1

E　欠格事由　８９１⑤ 2

二重の故意　要 2

あてはめ 2

A　８９０ 1

結論AEF 2

〔設問３〕 (10)

｢相続させる旨の遺言｣あること→C放棄しているから問題とならない
　(or対外的には法定相続） 2

連帯債務  可分債務として分割承継 2

法定相続分に応じて-規範 2

あてはめ  ９００③ 2

結論 2

裁量点 (10) 10

合　計 (50) 50

予備試験答案練習会（民法・親族相続）採点基準表

4
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民法・親族相続 解説レジュメ 
 

１. 総論 

 

本問は,相続放棄や欠格事由を中心として，債務の相続をめぐる法律関係についての基本的な理解

を問う問題である。 

親族相続法分野３年に一度程度の出題があるため，予備試験・（新）司法試験の択一で出題済みの条

文や押さえておくべき百選判例については，出題される可能性が十分ある。 

①法廷単純承認（９２１条３号），②相続欠格事由（８９１条５号）の二重の故意，③「相続させる」

旨の遺言ある場合の債務の相続については，（新）司法試験択一でも出題済みである（①〔平成１９年

３３問肢３〕，②〔平成２２年３４問肢３〕，③〔平成２６年３３問肢オ〕）。 

また，②については百選判例（Ⅲ５２）であり，熟慮期間の起算点（Ⅲ７６），連帯債務と相続（Ⅲ

６２）もしかりであるから，各判例の主旨について押さえておけば対応できる問題である。 

なお，「相続させる」旨の遺言と債務（Ⅲ８８）も問題となり得るが，本問では，相続させる旨の遺

言の対象者が相続放棄したため，真正面から論じてもらう必要はない。 

 

２. 設問１ 

 

（１）出題の趣旨 

 設問１は，被相続人死亡の事実及び自己が相続人となったことを知った時から３箇月以内の熟

慮期間内に相続放棄をしなかったＢが，相続債務の存在を知った時から２箇月の時点で，相続放

棄できるか，「自己のために相続の開始があったことを知った時」（９１５条１項）の意義が問題

となることを指摘して，法律解釈をし，あてはめる三段論法を展開してほしいため，出題した。 

 

（２）解説 

 ア 最判昭和５９.４.２７（百選Ⅲ第２版７６） 

 「民法９１５条１項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて 

３箇月間の期間（以下「熟慮期間」という。）を許与しているのは，相続人が，相続開始の原因た

る事実及びこれにより自己が法律上相続人となる事実を知った場合には，通常，右各事実を知っ

た時から３箇月以内に調査すること等によって，相続すべき積極及び消極の財産（以下「相続財

産」という。）の有無，その状況等を認識し又は認識することができ，したがって，単純承認若し

くは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいている

のであるから，熟慮期間は，原則として，相続人が各事実を知った時から起算すべきものである

が，相続人が，右事実を知った場合であっても，右事実を知った時から３箇月以内に限定承認又

は相続放棄をしなかったのが，被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり，かつ，被相

続人の生活歴，被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し

相続財産の調査を期待することが著しく困難な状況があって，相続人において右のように信ずる

について相当な理由があると認められるときには，相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期

間を起算すべきであるとすることは相当でないというべきであり，熟慮期間は相続人が相続財産

の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものとする

のが相当である。」 
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３． 設問２ 

 

（１）出題の趣旨 
 相続放棄した者の子は代襲相続人とならないこと（９３９条），この点，欠格事由や廃除とは異

なること（８８７条２項本文・８９１条・８９２条・８９３条）を押さえておいてほしい。 
 相続放棄後の法定単純承認（９２１条３号本文）とその例外（同号但書），これによって相続放

棄が覆らなかったことから，第１順位の相続人が不存在となり，第２順位の相続人のいない本問

では第３順位の相続人が，妻とともに相続人となり得ること，相続人の欠格事由の５号に該当す

るためには二重の故意が必要であることを押さえた上で，きちんと相続人を認定してほしくて出

題した。 
 

（２）解説 

 ア 最判平成９.１.２８（百選Ⅲ第２版５２） 

 「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において，相続人の右行為

が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは，右相続人は，民法８９１条５号

所定の相続欠格者に当たらないものと解するのが相当である。けだし，同条５号の趣旨は遺言に

関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の

制裁を課そうとするところであるが（最判昭和５６.４.３，民集３５巻３号４３１頁参照），遺言

書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは，これを遺

言に関する不当な干渉行為ということはできず，このような行為をした者に相続人となる資格を

失わせるという厳しい制裁を課することは，同条５号の趣旨に沿わないからである。」 

 

４. 設問３ 

 

（１）出題の趣旨 

 連帯債務者の1人が死亡し共同相続が生じた場合に，相続債務は，金銭債務である以上可分債

務（４２７条）として法律上当然分割され，各相続人がその相続分に応じて，本来の債務者と  

ともに連帯債務を負うという意味を理解しているか，具体的事案に当てはめることにより示して

ほしいと思い，出題した。 

 

（２）解説 

 ア 最判昭和３４.６.１９（百選Ⅲ第２版６２） 

 「連帯債務は，数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき義務を負

担しているのであり，各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に

関連結合しているが，なお，可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで，債務者が死

亡し，相続人が数人ある場合に，被相続人の金銭債務その他の可分債務は，法律上当然分割され，

各共同相続人に応じてこれを承継するものと解すべきであるから（大審院昭和５.１２．４決定，

民集９巻１１１８頁，最高裁昭和２９.４.８，民集８巻８１９頁参照），連帯債務者の 1 人が死

亡した場合においても，その相続人らは，被相続人の債務分割されたものを承継し，各自その承

継した範囲において，本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」 

 

 イ 参考：最判平成２１.３.２４（百選Ⅲ第２版８８） 

 「相続人のうちの１人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続

人に指定された場合，遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人に相続債務もすべて相続

させる意思がないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り，当該相続人に相続債務もす
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べて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり，これにより，相続人間においては，

当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相

当である。もっとも，上記遺言による相続債務についての相続分の指定は，相続債務の債権者（以

下「相続債権者」という。）の関与なくされたものであるから，相続債権者にはその効力が及ばな

いものと解するのが相当であり，各相続人は，相続債権者から相続分に従った相続債務の履行を

求められたときには，これに応じなければならず，指定相続分に応じて相続債務を承継したこと

を主張することはできないが，相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承

認し，各相続人に対し，指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないとい

うべきである。」 

 

 

【参考文献】 

1. 二宮周平著「家族法（第２版）」新世社 2007/9/10 

2. 内田貴著「民法Ⅳ親族相続」東京大学出版会 2006/5/2 

3. 水野紀子・大村敦志編「民法判例百選Ⅲ親族相続（第2版）」有斐閣 2018/3/30 

 

以 上  

 

 

 

2018年 12月 23日 

担当：弁護士 大久保和子 



2018 年 12 月 23 日開催 親族法・相続法 

 

最優秀答案 
回答者 ＴＣ 36 点 

 
第１ 設問 1 

１ Ｂは，平成30年12月に，亡Ｙにかかる相続（民法（以下省略する。）896条）

について相続放棄（938条）をすることができるか。 

２ （１）この点，相続放棄は，相続の開始があったことを知ったときから3ヵ

月以内にしなければならないのが原則である（915条1項本文）。 

そうすると，本件では，Ｂが亡Ｙの死亡及び自己が相続人になったこ

とを知ったのは平成30年5月であるから，平成30年12月には相続の開

始があったことを知ったときから3ヵ月を経過しており，相続放棄がで

きないのが原則である。 

（２）もっとも，915条1項本文の根拠は，相続人は相続財産の内容につい

て知っているのが通常であるから，3ヵ月以内という期間を定めても酷

ではないことにある。そうすると，相続人が，相続財産が全くないと信

じかつ，相続財産の存在を知ることが著しく困難な場合には，根拠が妥

当せず相続人に不測の損害を被らせるおそれがあるから，3ヵ月の期間

はその相続財産の存在を知ったときから計算すべきと解する。 

本件では，Ｂが，ＹのＸに対する債務の存在を知ったのは，判決正本

の送達を受けた平成30年10月である。そのため，同年10月から3ヵ月

以内ならば相続放棄ができるところ，現在は同年12月であり，3ヶ月以

内といえる。 

３ したがって，Ｂは，亡Ｙにかかる相続放棄をすることができる。 
 

第２ 設問２ 

１ 本件では，誰が亡Ｙの相続人となるか。 

２ （１）Ａについて 

まず，ＡはＹの妻であるから，相続人となる（890条）。 

（２）Ｂについて 

Ｂは，相続放棄をしているため，相続人にはならない。（939条） 



（３）Ｃについて 

Ｃも，相続放棄をしているため，原則として，相続人とならない。そ

して，財産目録に本件債務の記載をしていないため，単純承認をしたも

のとみなされ（921条3号本文），相続人となるとも思えるが，後述のよ

うにＦ及びＧが相続の承認をするため，「相続人となった者が相続の承

認をした」といえ，921条3号本文の適用はない（921条3号但書き）。

そのため，原則通り，Ｃも相続人とならない。 

（４）Ｄについて 

代襲相続の規定（887条2項）は，相続放棄には適用されないため

Ｄも相続人とならない。 

（５）Ｅについて 

Ｂ及びＣが相続人とならないため，Ａの姉であるＥは，原則として

相続人となる（889条1項2号）。しかし，Ｅは，本件Ｙの自筆証書遺

言を隠匿しており，相続人の欠格事由があるため（891条5号）相続

人になることができない。 

（６）Ｆについて 

Ｂ及びＣが相続人とならないため，「887条の規定により相続人と

なるべき者がない」といえ，Ｙの弟であるＦは，相続人となる

（889条1項2号）。 

（７）Ｇについて 

ＧはＥの子であり，Ｅは「891条の規定に該当」するため，代襲相

続としてＧは相続人となる（889条2項，887条2項） 

３ 以上より，Ａ・Ｆ・Ｇが亡Ｙの相続人となる。 

 
第３ 設問３ 

１ Ａ・Ｆ・Ｇは，Ｘに対する800万円の債務をどのように負うか。 

２ （１）まず，各々の相続分はいくらであるか。 

本件では，相続人は「配偶者」であるＡ，「兄弟姉妹」であるＦ，及

び「兄弟姉妹」であるＥを代襲したＧであるため，900条3号，900条4号及

び901条1項が適用される。そのため，Ａが4分の3である600万円を，

ＦとＧが4分の1を2人で分けた100万円ずつについて，債務を相続する。 

なお，本件では遺言があるが，Ｃが相続放棄をしていることから問題

とはならない。 



（２）次に，どのように相続されるか 

この点，本件のような金銭債務の場合，遺産分割を待たずに，当然に

分割される。そのためＡ・Ｆ・Ｇは，分割して債務を相続する。 

３ 以上より，Ａが600万円，Ｆが100万円，Ｇが100万円の金額でＸに対する

債務を分割して相続し，それぞれの範囲でＺと連帯して債務を負う。 

以 上 



- 1 - 

 

採点講評 

（2018 年 12 月 23 日 親族相続法） 

 

 

１ 全体的な採点実感等 
 

 配点割合としては，設問 1：設問２：設問３＝１：２：１であったのだが，これ

が明示されていなかったからか，設問間のボリュームにバランスを欠くものが見ら

れた。 

設問１については９１５条１項の熟慮期間の起算点，設問３については連帯債務

と相続というようにそれぞれ１つだけの論点が問題となっているのに対し，設問２

については，Ａ～Ｇの登場人物全員が相続放棄・欠格事由・法定単純承認等で相互

に関わる問題となっているのであるから，自ずと設問２のボリュームが大きくなる

はずである。にもかかわらず，設問２が極端に短い答案が散見された。 

 どの程度の分量を書けばよいかの判断としては，問題文の事実の量が一つの目安

となる。本問で設問２については，事実１・２・３・７のほか，Ｃにつき事実４で，

Ｅにつき事実６で，特に記載されているため，これらの事実を使って論じることが

求められていることは自ずと分かるはずである。 

 

２ 各設問について 

（１）設問１ 

 問題となる条文として，９１５条１項の指摘はすべての答案でなされてい

たが，問題となる文言が「自己のために相続の開始があったことを知った時」

という括り出しではなく，「相続の開始があったことを知った時」という不適

切な括り出しをしている答案が少なからず存在した。そのため，Ｂは，Ｙ死亡

という「相続の開始があったことを知った時」にあたるが，本問の事情から例

外的にあたらないという方向で検討しようとする答案，そもそも三段論法の

形を採らず，作文になってしまっている答案が見受けられた。 

 条文は，項や号数，柱書，但し書きの別はもちろん，その文言（「」で括り

出す部分）を意識して正確に扱ってほしい。 

 

（２）設問２ 

ア Ｃについて 

Ｘに対する債務の財産目録不記載を事実適示できた答案は思いの外少

なかった。これを適示できた答案でも，９２１条３号本文を挙げるに留ま

り，法定単純承認となってＣは相続人になるとするものがほとんどであっ

た。その後，Ｆ（厳密にいえばＥも）が法定単純承認（９２１条２号）と

なるため３号但し書きにより，Cは法定単純承認とならず，相続放棄の効

果が覆らないと言及できていた人はわずか２名であった。 
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イ Ｅについて 

 遺言書の隠匿の事実を適示してこれを相続欠格事由に該当すると認定

した答案は多かったが，二重の故意に言及できたものは少なかった。百選

判例にも挙げられ，司法試験択一でも出題済みであるから，これを書けな

いというのは，受験生としては問題と思われる。 

 Ｅを相続欠格とした結果，その子Ｇを代襲相続人（８８９条２項・１項

２号・８８７条２項）としてしまう答案が目に付いた。 

 しかし，二重の故意どころか相続欠格事由にも気づかなかった人は，Ｅ

を相続人と認定して，結論的には正解してしまうため，二重の故意に気づ

かないだけの人との点数配分は考慮した。 

    

ウ Ｆについて 

 相続権（８８９条１項２号）だけでなく，事実７からＦについて法定単

純承認が生ずること（９２１条２号）を指摘してほしかった。これを指摘

することにより，Ｃについての９２１条３号但し書きに気づくことができ

るように出題したつもりであっただけに残念であった。 

 

エ Ａについて 

 Ａも亡くなったと認定して相続人を解答した方には，不利にならないよ

う配慮した。 

    

＊事実７「亡きＡ」との記載は「亡きＹ」の誤りです。謹んでお詫びします。 

 

（３）設問３ 

 本問でＣに相続させる旨の遺言があることに一言触れてほしかったのだ

が，Ｃが相続放棄している（９３９条）ことから問題とならないにもかかわ

らず，遺言の内容の解釈に必要以上に紙幅を割いて論じる答案も散見され

た。知っているから書くのではなく，事案の解決に必要な限度で論ずるべき

であることを肝に銘じてほしい。 

 設問３については，多くの答案で，いきなりあてはめに入っており，規範

を立てて当てはめる姿勢が希薄だったのが気になった。三段論法を守って

論述する癖を身につけてほしい。 

以 上  
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